
【源泉徴収制度】 

【納期の特例】 

【昨年と比べて変わった点】 

・従来48万円だった基礎控除は、所得金額に応じて58万円から95万円の範囲 

 に引き上げられます。 

・給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引上げられます。 

・新たに「特定扶養親族特別控除」が創設され、19歳以上23歳未満の親族が 

対象となります。該当する親族１人につき、最大63万円の控除を受けるこ 

とができます。 

国税庁 
年末調整がよく 
わかるページ 

 

【相談会利用にあたっての連絡事項】 
  ※本所へお車でお越しの際は、旧会館タイムズ北上青柳町第３をご利用ください。 

駐車証明書を発行のうえ、職員に提示いただければ、サービス券をお渡しいたします。 

  ※本個別相談会は「 完全予約制 」といたします。お申込み方法は、裏面をご覧ください。 

【お問合せ】北上商工会議所 本所    北上市大通り二丁目３番４号    TEL 65-4211 

和賀町支所 北上市和賀町横川目10地割20番地３ TEL 72-3136 

主催：北上商工会議所・北上青色申告会 

年末調整 
個別相談会 

専従者・従業員のいらっしゃる事業者様へ 

 

開催日：北上商工会議所 本所・和賀町支所 
     令和８年１月 14 日(水)・15 日(木)・16 日(金) 

江釣子地区交流センター(２階講義室) 
     令和８年１月 15 日(木)・16 日(金) 
受付時間：午前 10 時～午後３時 ※正午～午後１時除く 

納期の特例承認を受けて

いる事業者の納付期限は、 

１月２０日(火)です。 
 

 サラリーマンや専従者等の給与所得は、給与等の支払い者が所得税を計算し、給与支払いの都度、
その税額を差し引いて支給し、給与所得者に代わって所得税を納めるよう定められています。 
これを「源泉徴収制度」といいます。このため、事業主の方が従業員等から預かった源泉所得税

は、すみやかに国に納付する義務が発生します。 
原則として、源泉徴収した所得税は、翌月の10日までに納付しなければなりません。 

 事業規模が小さく専任事務員がいない場合など、毎月納税することは事務負担も多く大変です。
そこで、給与の支給人数が常時10人未満である場合は、税務署に「源泉所得税の特例の承認に関す
る申請書」を提出し、承認を受けることにより、毎月の納付税を年２回に分けて納税できる特例制
度があります。 
・１月から６月までの間に源泉徴収した所得税・・・納付期限 ７月10日 
・７月から12月までの間に源泉徴収した所得税・・・納付期限 翌年１月20日 

完 全 

予約制 



【要確認】 相談時の持ち物チェック表 

会場・期間 相談会予約方法 

会場：北上商工会議所 本所・和賀町支所 

   令和８年１月14日(水)・15日(木)・16日(金) 

会場：江釣子地区交流センター(２階講義室) 

   令和８年１月15日(水)・16日(木) 

時間：午前10時～午後３時 ※正午～午後１時除く 

①二次元コードから申込 

 右記二次元コードフォーム 

 からお申込みください。 

②ＦＡＸにて申込 

・下記申込書に必要事項をご記入のうえ 

 そのまま送信ください。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

年末調整個別相談会申込書 

北上商工会議所 宛【ＦＡＸ：６４－２６５６】 

事業所名  

Ｔ Ｅ Ｌ  

希望会場  □ 本所 ・ □ 和賀町支所 ・ □ 江釣子地区交流センター 

令和８年 

１月14日(水) 

 □ 10：00 ・ □ 10：30 ・ □ 11：00 ・ □ 11：30 

 □ 13：00 ・ □ 13：30 ・ □ 14：00 ・ □ 14：30 

令和８年 

１月15日(木) 

 □ 10：00 ・ □ 10：30 ・ □ 11：00 ・ □ 11：30 

 □ 13：00 ・ □ 13：30 ・ □ 14：00 ・ □ 14：30 

令和８年 

１月16日(金) 

 □ 10：00 ・ □ 10：30 ・ □ 11：00 ・ □ 11：30 

 □ 13：00 ・ □ 13：30 ・ □ 14：00 ・ □ 14：30 

 

□ 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（納付書） 

□ 令和７年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿又は給料台帳 

□ 令和７年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等 

 申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額 

調整控除申告書 

□ 令和７年分 給与所得者の保険料控除申告書 

□ 令和８年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

□ 生命保険料控除を証明する保険会社から送付されるハガキ等 

□ 損害（地震）保険料控除を証明する保険会社から送付されるハガキ等 

□ 国民年金や国民健康保険などの社会保険料を証明する書類 

□ 住宅ローン控除に必要な書類（住宅借入金等特別控除証明書、申告書、 

  借入金年末残高等証明書） 

□ 令和７年７月に納付した源泉税納付領収証書（納期の特例承認事業者） 

 ※給与支払報告書へのマイナンバーの記載および各市町村・税務署への報告 

  は各事業者にてお願いいたします。 


